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歴
史
を
紐
解
く

南
北
朝
と
足
利
政
権　
そ
の
二　

室
町
幕
府
の
成
立
！

　
足
利
尊
氏
の
後
継
ぎ
は
義
詮
に

　

正
平
十
三
年
／
延
文
三
年
（1358

）
四
月
、
尊
氏
が
死
没
し
、 

十
二
月
、
嫡
男
の
義よ

し

詮あ
き
らは

征
夷
大
将

軍
に
任
ぜ
ら
れ
、
翌
年
二
月
、
武
蔵
守
を
兼
任
す
る
。

　
義
詮
の
生
い
立
ち
は
・
・
・

　

二
代
将
軍
と
な
っ
た
義
詮
は
、
元
徳
二
年
（1330

）
尊
氏
の
三
男
（
二
人
の
庶
兄
＝
婚
外
子
の
兄
＝
に
つ

づ
く
）
と
し
て
鎌
倉
に
生
ま
れ
る
。
母
は
北
条
久
時
の
娘
赤
橋
登
子
、
幼
名
は
千
寿
王
。
元
弘
の
乱
で
尊

氏
が
西
上
す
る
と
、
人
質
と
し
て
母
と
共
に
鎌
倉
に
抑
留
さ
れ
、
以
後
鎌
倉
で
少
年
期
を
過
ご
し
た
。

　

観
応
の
擾
乱
が
起
こ
っ
て
、
執
政
の
任
に
あ
っ
た
叔
父
の
直た

だ

義よ
し

が
失
脚
す
る
と
、
正
平
四
年
／
貞
和
五

年
（1349

）、
入
京
し
て
政
務
を
執
る
。
翌
年
、
直
義
が
、
そ
れ
ま
で
敵
対
し
て
い
た
南
朝
に
降
り
、
反
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タ
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ロ
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」
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）
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電
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し
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再
編
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し
ま
し
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。
電
子
書
籍
専
用
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リ
ケ
ー
シ
ョ
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等
で
お
読
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下
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。

ま
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利
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撃
に
転
じ
て
尊
氏
軍
を
圧
倒
す
る
。
直
義
派
に
対
抗
す
る
た
め
、
尊
氏
は
義
詮
と
共
に
南
朝
に
降
伏
し
、

正
平
一
統
が
行
な
わ
れ
る
。
次
い
で
尊
氏
は
直
義
を
討
つ
た
め
東
下
す
る
と
、
義
詮
は
京
都
の
守
備
を
任

さ
れ
た
。
し
か
し
、
正
平
七
年
／
文
和
元
年
（1352

）、
閏
二
月
、
京
都
に
侵
入
し
た
南
朝
軍
は
、
激
戦

の
の
ち
神
器
と
三
上
皇
を
奪
っ
て
賀
名
生
に
帰
還
す
る
。

　
南
朝
軍
を
抑
え
て
小
康
状
態
に

　

一
方
、
対
す
る
義
詮
は
、
北
朝
を
存
続
さ
せ
る
た
め
、
正
平
八
年
八
月
、
後
伏
見
上
皇
の
女
御
（
光
厳

及
び
光
明
天
皇
の
実
母
で
、
院
号
は
広
義
門
院
）
の
西
園
寺
寧
子
を
治
天
に
推
し
、
彼
女
の
孫
を
天
皇
に
擁

立
し
た
。
北
朝
四
代
の
後ご

光こ
う

厳げ
ん

天
皇
が
即
位
し
て
、
神
器
も
上
皇
も
欠
い
た
ま
ま
北
朝
を
再
建
し
た
。

　
南
朝
と
の
講
和
も
進
行
し
て
・
・
・

　

賀
名
生
に
拉
致
さ
れ
た
光
厳
上
皇
は
、
か
ね
て
か
ら
夢
窓
疎
石
に
帰
依
し
て
い
た
が
、
正
平
七
年

（1352

）
八
月
に
出
家
し
、
軟
禁
五
年
後
の
正
平
十
二
年
二
月
、
河
内
金
剛
寺
よ
り
還
京
し
た
。
光
明
上

皇
は
正
平
十
年
に
京
へ
戻
っ
て
落
髪
し
、仏
道
に
入
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
崇
光
上
皇
は
賀
名
生
で
二
年
、

河
内
金
剛
寺
で
三
年
あ
ま
り
の
幽
閉
生
活
を
送
る
が
、
南
朝
の
勢
力
が
衰
微
し
て
講
和
に
傾
く
よ
う
に
な

る
と
、正
平
十
二
年
（1357

）
に
直な

お

仁ひ
と

親
王
（
持
明
院
統
の
皇
族
で
、崇
光
天
皇
の
皇
太
弟
に
立
て
ら
れ
た
が
、

吉
野
へ
と
連
行
さ
れ
て
廃
太
子
さ
れ
た
）
と
共
に
帰
京
す
る
。

　
「
矢
口
渡
」
で
新
田
氏
謀
殺
さ
れ
る

　

成
立
し
て
間
も
な
い
武
家
政
権
と
争
っ
た
こ
ろ
の
こ
と
に
な
る
、
宮
方
の
要か

な
め、

新
田
義
貞
と
長
男
の
義

顕
は
、
尊
氏
方
と
争
っ
て
敗
れ
、
延
元
二
、三
年
（1337-38

）
越
前
国
で
亡
く
な
っ
た
。
し
か
し
残
さ
れ

た
次
男
の
義
興
は
、
尊
氏
が
没
し
た
半
年
後
の
正
平
十
三
年
／
延
文
三
年
（1358

）、
時
期
到
来
と
ば
か

り
に
挙
兵
し
て
、
鎌
倉
の
奪
還
を
目
指
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
尊
氏
の
子
で
鎌
倉
公
方
の
足
利
基
氏
と
関

東
管
領
の
畠
山
国
清
は
、
竹
沢
右
京
亮
と
遠
江
守
江
戸
高
重
に
こ
の
迎
撃
を
命
じ
た
。
江
戸
高
重
と
そ
の

甥
下
野
守
は
三
百
余
騎
を
率
い
て
、十
月
、多
摩
川
の「
矢
口
渡
」で
義
興（
二
十
八
才
）を
謀
殺
し
た
。『
太

平
記
』
に
よ
る
と
、
一
族
の
蒲
田
忠
武
も
首
謀
者
と
し
て
参
加
し
た
と
い
う
。
の
ち
に
「
渡
し
守
」
を
交

え
た
地
歌
舞
伎
「
神
霊
矢
口
渡
」
が
ド
ラ
マ
化
さ
れ
、
演
じ
ら
れ
て
ヒ
ッ
ト
し
た
。

　
義
詮
は
南
朝
の
掃
討
を
始
め
る

　

河
内
・
紀
伊
国
に
出
兵
し
て
南
朝
軍
と
交
戦
し
た
義
詮
は
、
正
平
十
五

年
／
延
文
五
年
（1360

）
五
月
、
拠
点
と
な
っ
て
い
た
河
内
の
赤
坂
城
ほ

か
を
攻
め
落
と
し
た
。
金
剛
山
の
尾
根
上
に
築
か
れ
た
赤
坂
城
塞
群
は
要

害
の
地
に
在
っ
て
「
楠
木
七
城
」
と
も
呼
ば
れ
た
。
下
赤
坂
、
上
赤
坂
、

足利義詮像（宝筐院蔵）
宝
ほう

筐
きょう

院は、京都市右京区嵯峨野に所在し、
将軍・足利義詮の菩提寺であるが、南朝方
の忠臣・楠木正行の菩提寺でもある
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千
早
の
三
城
は
、
か
つ
て
楠
木
正
成
が
足
利
方
に
対
し
て
抵
抗
す
る
本
拠
と
し
て
築
城
し
た
。
四
方
を
絶

壁
に
囲
ま
れ
、
要
塞
堅
固
を
誇
っ
た
連
郭
式
山
城
の
千
早
城
は
、
赤
坂
城
の
背
後
の
山
に
築
か
れ
て
い
た
。

　
政
権
内
の
紛
争
に
直
面
す
る
・
・
・

　

尊
氏
が
死
去
し
て
仁
木
頼よ

り

章あ
き

が
執
事
（
後
の
管
領
）
を
退
き
、
二
代
将
軍
義
詮
の
最
初
の
執
事
と
し
て

細
川
清き

よ

氏う
じ

が
任
命
さ
れ
る
。
清
氏
は
南
朝
に
対
す
る
大
攻
勢
に
参
戦
し
、河
内
赤
坂
城
を
攻
め
落
と
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
戦
い
の
最
中
、
畠
山
国
清
ら
の
諸
将
と
反
目
し
た
仁
木
義
長
（
頼
章
の
弟
）
は
、
彼
ら

の
意
を
察
知
し
て
本
国
・
伊
勢
に
逃
れ
る
。
そ
し
て
、
翌
、
正
平
十
六
年
／
延
文
六
年
（1361

）
二
月
、

南
朝
に
降
っ
た
。
仁
木
氏
は
足
利
氏
の
一
族
で
、
同
族
の
細
川
氏
や
高
氏
、
上
杉
氏
ら
と
と
も
に
足
利
氏

家
臣
団
の
主
要
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
っ
た
。

　
仁
木
氏
に
つ
づ
き
細
川
清
氏
も

　

す
る
と
細
川
清
氏
は
幕
政
の
実
権
を
握
っ
て
、
将
軍
義
詮
の
意
に
逆
ら
う
こ
と
も
多
く
な
り
、
義
詮
を

呪
詛
し
た
、と
の
佐
々
木
導
誉
の
讒
言
に
あ
っ
て
失
脚
す
る
。そ
の
後
南
朝
に
走
っ
て
四
国
で
再
挙
を
図
っ

た
が
、
同
年
（
三
月
改
元
し
て
康
安
に
）
九
月
、
将
軍
義
詮
は
後
光
厳
天
皇
に
清
氏
の
追
討
を
仰
ぐ
。
清

氏
は
分
国
の
若
狭
（
現
・
福
井
県
）
に
落
ち
延
び
る
。

　

清
氏
は
無
実
を
訴
え
た
が
、
十
月
に
は
足
利
一
門
の
斯
波
高
経
（
建
武
三
年
／
延
元
元
年
、
越
前
守
護
と

し
て
新
田
義
貞
と
激
戦
を
展
開
し
、
暦
応
元
年
／
延
元
三
年
〔1338

〕
に
は
、
義
貞
を
討
ち
取
っ
て
越
前
国
を
完

全
に
掌
握
し
た
武
将
）
の
軍
に
敗
れ
、
比
叡
山
を
経
て
摂
津
天
王
寺
に
至
り
南
朝
に
降
っ
た
。
十
二
月
に

は
楠
木
正
儀
・
石い

し

塔ど
う

頼よ
り

房ふ
さ

ら
と
共
に
京
都
を
奪
取
す
る
が
、
直
ぐ
幕
府
に
奪
還
さ
れ
た
。

　

正
平
十
七
年
／
康
安
二
年
（1362

）、
清
氏
は
細
川
氏
の
地
盤
だ
っ
た
阿
波
に
逃
れ
、
さ
ら
に
讃
岐
に

移
っ
た
。
白
峰
城
（
高
屋
城
と
も
、
現
・
香
川
県
坂
出
市
）
に
拠
り
、
追
討
を
命
じ
ら
れ
た
従
弟
の
細
川
頼

之
と
戦
っ
た
が
敗
れ
、
こ
こ
が
最
期
の
地
と
な
っ
た
。

　
さ
ら
に
畠
山
氏
も
失
脚
す
る

　

畠
山
国
清
は
、
足
利
義
詮
か
ら
の
援
軍
要
請
を
受
け
て
関
西
に
攻
め
上
っ
た
が
、
陣
中
の
紛
争
に
巻
き

込
ま
れ
る
。
彼
は
軍
勢
を
引
き
連
れ
て
関
東
に
無
断
で
帰
還
し
た
の
で
、
攻
勢
に
出
た
南
朝
に
よ
っ
て
京

都
が
一
時
失
陥
す
る
事
態
を
招
く
。
国
清
は
面
目
を
失
な
う
。

　

ま
た
国
清
は
、
鎌
倉
公
方
の
基
氏
を
執
事
と
し
て
補
佐
し
て
い
た
が
、
正
平
十
六
年
／
康
安
元
年
十
一

月
、
基
氏
の
家
臣
団
か
ら
、
罷
免
を
求
め
ら
れ
て
失
脚
す
る
。
領
国
の
伊
豆
に
逃
れ
、
そ
の
地
の
豪
族
達

を
糾
合
し
よ
う
と
し
た
が
協
力
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

一
方
、
足
利
基
氏
は
翌
正
平
十
七
年
（1362

）、
兵
を
率
い
て
入
間
川
を
出
る
。
伊
豆
に
向
か
い
、
反

乱
を
鎮
圧
し
て
国
清
を
追
放
し
た
。基
氏
は
鎌
倉
に
帰
還
し
、二
度
と
入
間
川
御
所
に
入
る
こ
と
は
な
か
っ
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た
。
敗
れ
た
国
清
の
消
息
は
不
明
で
、
そ
の
年
に
没
し
た
、
あ
る
い
は
そ
の
二
年
後
と
も
伝
え
ら
れ
る
が
、

定
か
で
は
な
い
。

　
義
詮
の
政
権
は
安
定
す
る
か
？

　

執
事
（
後
の
管
領
）
だ
っ
た
細
川
清
氏
が
失
脚
し
て
南
朝
に
降
る
と
、
一
門
の
長
老
と
な
っ
た
斯
波
高

経
の
力
が
強
く
な
り
、
幕
府
の
実
権
を
掌
握
す
る
。

　

正
平
十
七
年
／
康
安
二
年
（1362

）
七
月
、
細
川
清
氏
が
滅
ぼ
さ
れ
て
空
席
と
な
っ
た
管
領
職
に
。
斯

波
義よ

し

将ゆ
き

（
斯
波
高
経
の
四
男
）
が
任
命
さ
れ
る
。
し
か
し
、
権
力
抗
争
は
絶
え
ず
、
義
詮
政
権
の
運
命
は

甚
だ
し
く
流
動
的
だ
っ
た
。

　

ま
た
、

　
「
正
平
の
大
地
震
」
が
発
生
す
る

　

そ
の
前
年
の
こ
と
に
な
る
。
正
平
十
六
年
／
康
安
元
年
（1361

）
六
月
廿
四
日
寅
刻
、
西
日
本
太
平
洋

沖
で
大
地
震
が
発
生
し
た
。

　
『
太
平
記
』、『
後ご

愚ぐ

昧ま
い

記き

』（
公
卿
三
条
公
忠
の
日
記
＝
内
大
臣
在
職
中
＝
）、『
後
深
心
院
関
白
記
』（
重
要

文
化
財
）
な
ど
に
、
摂
津
四
天
王
寺
の
金
堂
、
奈
良
唐
招
提
寺
、
薬
師
寺
、
山
城
東
寺
の
堂
塔
が
倒
壊
・

破
損
し
た
と
の
記
録
が
あ
る
。

　
『
太
平
記
』
に
は
「
山
は
崩
て
谷
を
埋
み
、
海
は
傾
て
陸
地
に
成
し
か
ば
、
神
社
仏
閣
倒
れ
破
れ
、
牛

馬
人
民
の
死
傷
す
る
事
、
幾
千
萬
と
云
数
を
知
ず
」
と
記
述
さ
れ
て
お
り
、
多
少
の
誇
張
は
あ
っ
て
も
、

大
方
は
史
実
に
基
づ
い
て
い
る
と
見
ら
れ
て
い
る
。

　
基
氏
は
上
杉
憲
顕
を
鎌
倉
に
戻
す

　

先
年
、
畠
山
国
清
を
討
っ
た
基
氏
は
、
執
事
の
後
任
と
し
て
、
高
氏
一
族
の
高

こ
う
の

師も
ろ

有あ
り

を
任
命
し
た
が
、

正
平
十
七
年
、
兄
の
義
詮
と
諮
っ
て
、
上
杉
憲
顕
を
越
後
守
護
に
復
帰
さ
せ
る
こ
と
を
企
て
る
。

　
か
つ
て
上
杉
憲
顕
は
・
・
・

　
「
観
応
の
擾
乱
」
の
こ
ろ
に
遡
る
。
上
杉
憲
顕
は
高
師
冬
と
共
に
基
氏
を
補
佐
す
る
が
、
直
義
方
の
上

杉
重
能
が
高
師
直
の
配
下
に
暗
殺
さ
れ
る
と
、
直
義
方
の
憲
顕
は
師
冬
と
拮
抗
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
息

子
の
能よ

し

憲の
り

と
共
に
尊
氏
に
敵
対
す
る
。
正
平
六
年
／
観
応
二
年
（1351

）、
鎌
倉
を
出
て
上
野
に
入
り
、

常
陸
で
挙
兵
し
た
能
憲
と
呼
応
し
て
鎌
倉
を
脅
か
す
。
つ
い
に
師
冬
を
鎌
倉
か
ら
追
い
落
と
し
て
基
氏
を

奪
取
し
、
甲
斐
に
落
ち
た
師
冬
を
諏
訪
氏
に
攻
め
さ
せ
自
害
に
追
い
込
ん
だ
。
更
に
直
義
を
鎌
倉
に
招
こ

う
と
し
た
た
め
、
尊
氏
の
怒
り
を
買
っ
て
上
野
・
越
後
守
護
職
を
剥
奪
さ
れ
、
そ
の
代
わ
り
に
宇
都
宮
氏

綱
が
越
後
・
上
野
守
護
を
拝
命
し
た
。
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山
名
時
氏
は
縁
戚
に
当
た
る
足
利
尊
氏
に
従
い
、守
護
大
名
と
し
て
山
陰
地
方
に
勢
力
を
張
っ
て
い
た
。

そ
の
後
直
義
・
真
冬
に
従
っ
た
が
、
将
軍
方
の
帰
順
工
作
が
行
な
わ
れ
、
領
国
の
安
堵
を
条
件
と
し
て
、

正
平
十
八
年
／
貞
治
二
年
八
月
に
は
義
詮
側
に
帰
参
し
て
、
以
後
は
赤
松
氏
や
京
極
氏
、
一
色
氏
と
並
ん

で
四し

職し
き

（
し
し
ょ
く
、
と
も
）
家
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
名
門
の
人
と
な
る
。

　

ま
た
大
内
弘
世
は
南
朝
に
帰
順
し
て
い
た
が
、
将
軍
義
詮
が
防
長
両
国
の
守
護
職
を
認
め
る
こ
と
を
条

件
と
し
て
北
朝
へ
の
復
帰
を
促
し
た
た
め
、
北
朝
に
帰
参
し
た
。

　
帰
参
す
る
も
の
は
相
次
い
で
・
・
・

　

大
内
氏
、
山
名
氏
が
帰
参
し
て
政
権
は
安
定
化
に
向
か
い
、
ま
た
、
か
つ
て
は
足
利
一
門
だ
っ
た
が
、

南
朝
に
与
し
て
い
た
仁
木
義
長
や
桃
井
直
常
、
石
塔
頼
房
も
将
軍
方
に
帰
参
し
た
。

　
勅
撰
和
歌
集
の
綸
旨
が
下
る

　

尊
氏
が
文
人
と
し
て
も
足
跡
を
残
し
、
勅
撰
集
の
武
家
に
よ
る
執
奏(

取
り
次
い
で
奏
上
す
る
こ
と)

と

い
う
先
例
を
打
ち
立
て
た
こ
と
は
、
す
で
に
前
号
で
述
べ
た
が
、
義
詮
の
連
歌
や
和
歌
も
後
世
に
伝
わ
っ

て
い
る
。
正
平
十
八
年
／
貞
治
二
年
（1363

）、
義
詮
の
執
奏
に
よ
っ
て
、
後
光
厳
天
皇
よ
り
綸り

ん

旨じ

（
天

皇
の
こ
と
ば
）
が
下
り
、
勅
撰
和
歌
集
の
十
九
番
目
に
当
た
る
『
新
拾
遺
和
歌
集
』
が
編
集
さ
れ
た
。

　

翌
正
平
七
年
／
文
和
元
年
、
直
義
が
死
去
し
て
観
応
の
擾
乱
は
終
結
す
る
が
、
国
内
の
諸
将
は
憲
顕
か

ら
離
反
し
、
憲
顕
は
信
濃
に
追
放
さ
れ
た
。
こ
の
時
、
剃
髪
し
て
道
昌
と
号
し
て
い
る
。

　
し
か
し
今
度
の
シ
ナ
リ
オ
で
は
・
・
・

　

宇
都
宮
氏
の
職
を
解
い
て
、
上
杉
憲
顕
を
越
後
守
護
に
、
と
い
う
流
れ
で
あ
る
。
こ
れ
を
知
っ
た
宇
都

宮
家
の
家
臣
、
芳は

賀が

氏
一
族
は
反
発
し
、
上
杉
氏
の
軍
勢
に
対
し
て
抵
抗
す
る
。
正
平
十
八
年
／
貞

じ
ょ
う

治じ

二

年
（1363

）、越
後
に
入
っ
た
憲
顕
は
、関
東
執
事
に
復
帰
す
る
た
め
、基
氏
の
命
を
受
け
て
鎌
倉
に
向
か
っ

た
。
こ
れ
を
知
っ
て
芳
賀
高た

か

名な

は
、
途
中
の
上
野
で
憲
顕
を
討
ち
取
ろ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
武
蔵
苦に

が

林ば
や

野し
の

（
現
・
埼
玉
県
毛
呂
山
町
）
で
基
氏
の
追
討
を
受
け
、
果
敢
な
く
も
敗
れ
去
っ
た
。

　

鎌
倉
に
戻
っ
た
基
氏
は
、
上
野
・
越
後
の
守
護
職
を
公
式
に
憲
顕
に
与
え
、
関
東
に
お
け
る
足
利
勢
力

を
固
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
南
朝
に
降
る
か
政
権
に
帰
順
か

　

こ
の
頃
北
九
州
か
ら
山
陰
地
方
を
支
配
し
て
い
た
山
名
氏
や
大
内
氏
な
ど
の
向
背
が
定
ま
ら
ず
、
た
だ

し
九
州
で
は
懐
良
親
王
な
ど
の
南
朝
勢
力
が
健
在
だ
っ
た
。

　
北
朝
・
義
詮
方
に
帰
参
す
る
も
の
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父
の
尊
氏
、
兄
の
義
詮
と
同
様
に
文
人
の
誉
れ
も
高
く
、
冷
泉
家
か
ら
歌
道
を
学
び
、
新
千
載
和
歌
集

に
五
首
、
新
拾
遺
和
歌
集
に
八
首
、
新
後
拾
遺
和
歌
集
に
三
首
、
新
続
古
今
和
歌
集
に
一
首
の
歌
が
そ
れ

ぞ
れ
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　

だ
が
基
氏
は
、
正
平
二
十
二
年
／
貞
治
六
年
（1367

）
四
月
に
死
去
す
る
。
二
十
八
才
。
死
因
は
は
し
か
だ
っ

た
と
い
う
。

　
二
代
将
軍
義
詮
も
死
去
す
る

　

同
年
の
正
平
二
十
二
年
、
十
二
月
七
日
、
そ
の
年
四
月
に
亡
く
な
っ
た
弟
の
基
氏
を
追
う
よ
う
に
、
義

詮
は
死
去
し
た
（
享
年
三
十
八
才
）。
死
の
二
日
前
に
鼻
血
を
多
量
に
噴
出
し
た
と
、三
条
公
忠
の
日
記
『
後

愚
昧
記
』
は
記
し
て
い
る
。
義
詮
は
死
の
直
前
に
四
国
を
平
定
し
た
四
国
管
領
の
細
川
頼
之
を
招
き
、
側

室
の
紀
良
子
と
の
間
に
生
ま
れ
た
幼
少
の
嫡
男
・
義
満
の
補
佐
を
託
し
た
と
い
う
。

　
三
代
将
軍
義
満
の
時
代
へ

　

義
満
は
、
正
平
十
三
年
／
延
文
三
年
（1358

）
八
月
、
京
都
の
春
日
東
洞
院
に
あ
っ
た
政
所
執
事
、
伊

勢
貞
継
入
道
照
禅
の
屋
敷
で
生
ま
れ
る
。初
代
将
軍
尊
氏
が
亡
く
な
っ
て
丁
度
百
日
目
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

幼
児
期
は
伊
勢
邸
で
養
育
さ
れ
た
。

　
三
条
坊
門
万
里
小
路
の
新
邸
に

　

義
詮
は
正
平
二
十
年
／
貞
治
四
年
（1365

）
二
月
、
三
条
坊
門
万
里
小
路
の
新
邸
に
移
る
。
彼
は
こ
の

間
に
訴
訟
制
度
の
整
備
に
着
手
し
、
評
定
衆
・
引
付
衆
を
縮
小
し
て
将
軍
の
親
裁
権
の
拡
大
を
図
る
（
御

前
沙
汰
）。
園
城
寺
と
南
禅
寺
の
争
い
で
は
、
今
川
貞
世
に
命
じ
て
、
園
城
寺
が
管
理
す
る
逢
坂
関
等
を

破
却
さ
せ
た
。
翌
、
正
平
二
十
一
年
、
斯
波
高
経
・
義
将
父
子
が
失
脚
す
る
と
細
川
頼
之
を
管
領
に
任
命

し
た
（
貞
治
の
変
）。

　

三
条
坊
門
に
邸
宅
を
営
ん
だ
義
詮
は
「
坊
門
殿
」
と
呼
ば
れ
た
が
、
彼
は
室
町
季す

え

顕あ
き

か
ら
「
花
亭
」
を

買
い
受
け
て
別
邸
と
し
た
。「
室
町
家
」
は
公
家
で
、
別
名
を
四
辻
家
、
花
亭
家
と
も
い
う
。
の
ち
に
「
花

亭
」
は
足
利
家
よ
り
崇
光
上
皇
に
献
上
さ
れ
て
仙
洞
御
所
と
な
る
。
さ
ら
に
三
代
将
軍
の
義
満
は
再
び
天

皇
家
か
ら
「
花
亭
」
を
譲
り
受
け
、
邸
宅
を
営
ん
だ
。
世
に
い
う
花
の
御
所
で
あ
る
。

　
基
氏
は
関
東
の
文
化
興
隆
に
努
め
る

　

鎌
倉
公
方
の
基
氏
は
武
勇
の
誉
れ
高
く
、
慈
悲
深
い
正
直
者
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
夢
窓
疎
石
の

弟
子
の
義
堂
周
信
を
鎌
倉
に
招
き
、
五
山
文
学
や
禅
の
普
及
を
奨
励
す
る
な
ど
、
鎌
倉
を
核
と
し
て
、
関

東
の
文
化
の
興
隆
に
も
努
め
た
。
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（1364

）、
七
才
で
初
め
て
乗
馬
し
た
と
い
う
。
翌
年
五
月
、
矢
開
の
儀
を
行
な
い
、
六
月
に
は
赤
松
則
祐

の
屋
敷
で
馬
・
鎧
・
太
刀
・
弓
矢
等
の
祝
儀
の
贈
物
を
受
け
、
養
父
で
あ
る
則
祐
と
は
親
交
を
続
け
た
。

正
平
二
十
一
年
／
貞
治
五
年
（1366

）、後
光
厳
天
皇
か
ら
義
満
の
名
字
を
賜
り
、従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
る
。

　
義
満
は
将
軍
家
を
継
ぐ

　

そ
の
年
八
月
に
貞
治
の
変
が
起
こ
っ
て
斯
波
高
経
・
義
将
父
子
が
失
脚
す
る
と
、
叔
父
の
足
利
基
氏
の

推
挙
に
よ
っ
て
細
川
頼
之
が
後
任
の
管
領
に
任
命
さ
れ
た
。
正
平
二
十
二
年
十
一
月
、
父
・
義
詮
が
重
病

と
な
り
、
義
満
に
政
務
を
委
譲
し
、
細
川
頼
之
に
後
見
・
教
導
を
託
し
た
。
朝
廷
は
義
満
を
正
五
位
下
・

左
馬
頭
に
叙
任
、義
詮
が
死
去
し
た
の
で
、義
満
は
第
三
代
将
軍
と
し
て
足
利
将
軍
家
を
継
い
だ
の
で
あ
る
。

　
武
蔵
平へ
い

一い
っ

揆き

を
率
い
た
河
越
直な
お

重し
げ

　

河
越
直
重
（
生
没
年
不
詳
）
は
、
武
蔵
国
の
国
人
。
武
蔵
平
一
揆
の
中
心
人
物
と
し
て
知
ら
れ
、
武
蔵

国
河
越
氏
最
後
の
当
主
で
あ
る
。
平
一
揆
と
は
、
武
蔵
国
の
秩
父
氏
一
族
、
相
模
国
の
中
村
氏
一
族
、
そ

の
他
常
陸
国
・
上
野
国
の
平
氏
な
ど
が
血
縁
を
軸
と
し
て
集
結
し
た
関
東
有
数
の
国
人
一
揆
（
一
揆
と
は

共
同
体
の
こ
と
、
領
主
権
の
確
保
を
目
的
と
し
た
連
合
形
態
を
指
す
）
で
、
河
越
直
重
は
、
正
平
七
年
／
文
和

元
年
（1352

）、
閏
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
、
武
蔵
野
合
戦
（
前
号
に
既
出
）
の
小
手
指
原
の
戦
い
で
、

足
利
方
の
先
鋒
と
し
て
、
直
義
派
が
加
勢
し
た
新
田
勢
を
破
る
。

　

母
は
石
清
水
神
官
善
法
寺
通
清
の
娘
の
紀
良
子
で
、
義
満
は
長
男
で
は
な
か
っ
た
が
、
義
詮
と
正
室
の

渋
川
幸
子
と
の
間
に
生
ま
れ
た
千
寿
王
が
夭
折
し
、
そ
の
後
幸
子
と
の
間
に
子
は
無
か
っ
た
の
で
、
嫡
男

と
し
て
扱
わ
れ
た
。

母
は
順
徳
天
皇
の
子
孫
で
、
そ
の
姉
妹
の
仲
子
、
崇
賢
門
院
は
後
円
融
天
皇
の
生
母
だ
っ
た
の
で
、
義
満

は
皇
族
と
縁
続
き
だ
っ
た
。

　
武
家
政
権
と
南
朝
と
の
抗
争
は
続
く

　

足
利
家
の
内
紛
で
も
あ
っ
た
観
応
の
擾
乱
の
あ
と
、
幕
政
を
め
ぐ
る
争
い
は
深
刻
さ
を
増
し
て
い

た
。
政
争
で
失
脚
し
た
細
川
清
氏
な
ど
の
有
力
武
将
が
南
朝
勢
力
に
加
担
し
、
正
平
十
六
年
／
慶
安
元
年

（1361

）
十
二
月
に
は
、
細
川
清
氏
や
楠
木
正
儀
、
石
塔
頼
房
た
ち
に
よ
っ
て
京
都
が
占
領
さ
れ
、
義
詮

は
後
光
厳
天
皇
を
奉
じ
て
近
江
に
逃
れ
た
。

　

そ
の
た
め
、
義
満
は
家
臣
に
守
ら
れ
て
建
仁
寺
に
逃
れ
た
後
、
北
野
義
綱
に
護
衛
さ
れ
て
赤
松
則
祐
の

居
城
・
播
磨
白
旗
城
に
避
難
す
る
。
し
ば
ら
く
の
間
、
則
祐
に
よ
っ
て
養
育
さ
れ
、
翌
年
、
幕
府
・
北
朝

側
が
京
都
を
奪
還
し
た
た
め
帰
京
し
た
。

　
義
満
の
養
育
は
・
・
・

　

京
都
に
帰
還
し
た
義
満
は
新
た
に
管
領
と
な
っ
た
斯
波
義
将
に
養
育
さ
れ
、
正
平
十
九
年
／
貞
治
三
年
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既
述
し
た
よ
う
に
、
正
平
二
十
二
年
／
貞
治
六
年
（1367

）、
鎌
倉
公
方
基
氏
と
室
町
幕
府
将
軍
足
利
義

詮
が
相
次
い
で
死
去
し
、
権
力
の
空
白
状
態
が
生
じ
た
。

　

父
基
氏
の
死
去
に
よ
り
、
正
平
十
四
年
／
延
文
四
年
（1359

）
に
生
ま
れ
た
氏
満
が
跡
を
継
い
で
二
代

目
鎌
倉
公
方
と
な
る
。
母
は
畠
山
家
国
の
娘
、
清
渓
尼
、
た
だ
し
幼
少
の
た
め
、
五
月
に
京
都
か
ら
佐
々

木
道
誉
が
下
向
し
て
、
引
継
ぎ
の
事
務
を
行
な
う
。

　

初
代
公
方
の
基
氏
ら
に
よ
っ
て
復
権
し
た
上
杉
憲
顕
が
、平
一
揆
勢
力
の
削
減
に
動
く
の
で
は
な
い
か
、

ま
た
鎌
倉
幕
府
を
支
え
る
た
め
、
多
く
の
火
種
を
抱
え
た
一
揆
側
は
、
こ
れ
を
直
接
行
動
で
打
破
し
よ
う

と
す
る
の
で
は
な
い
か
、
両
者
の
対
立
す
る
気
運
は
触
発
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
。
ま
た
鎌
倉
府
の
積

年
の
課
題
を
直
接
行
動
で
打
破
し
よ
う
と
す
る
機
運
は
一
揆
側
、
反
一
揆
側
共
に
高
ま
っ
て
い
た
。

　
武
蔵
平
一
揆
の
乱

　

正
平
二
十
三
年
／
応
安
元
年
（1368

）
二
月
、
上
杉
憲
顕
が
上
洛
し
た
隙
を
狙
い
、
河
越
直
重
、
高
坂

信
重
を
指
揮
官
と
し
て
、武
蔵
国
の
平
一
揆
が
蜂
起
し
た
。
一
族
の
河
越
氏
、高
坂
氏
、江
戸
氏
、高
山
氏
、

古
屋
谷
氏
、
新
田
氏
、
村
山
党
な
ど
の
武
士
が
河
越
館
に
立
て
籠
り
、
江
戸
牛
島
（
現
・
墨
田
区
）
に
は

別
働
隊
を
置
い
た
。
こ
の
作
戦
は
入
間
川（
現
・
荒
川
）を
河
越
か
ら
江
戸
ま
で
占
領
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

鎌
倉
府
と
憲
顕
の
本
拠
地
上
野
国
を
南
北
に
結
ぶ
鎌
倉
街
道
を
封
鎖
し
て
、
そ
の
連
携
を
絶
と
う
と
し
た

　

そ
の
後
、
東
国
の
代
表
的
な
尊
氏
派
と
し
て
、
武
蔵
国
比
企
郡
の
笛
吹
峠
の
戦
い
で
新
田
義
宗
を
越
後

国
に
、
宗
良
親
王
を
信
濃
国
に
敗
走
さ
せ
、
そ
の
功
で 

翌
年
の
正
平
八
年
／
文
和
二
年
（1353

）
に
は

相
模
守
護
職
に
任
じ
ら
れ
、
八
月
、
尊
氏
が
京
都
へ
戻
る
際
に
は
鎌
倉
の
留
守
を
任
さ
れ
た
。

　
「
ば
さ
ら
大
名
」
だ
っ
た
河
越
直
重

　

延
文
四
年
（1359

）
十
月
、
関
東
管
領
畠
山
国
清
に
従
っ
て
関
東
勢
二
十
万
余
を
率
い
て
上
洛
し
た
直

重
は
、『
太
平
記
』
に
よ
る
と
、
粋
で
華
美
な
服
装
や
奢
侈
な
振
る
舞
い
を
好
む
「
ば
さ
ら
（
派
手
な
格
好

で
振
舞
う
イ
メ
ー
ジ
）
大
名
」
の
一
人
で
、
濃
紫
・
薄
紅
な
ど
様
々
な
色
に
染
め
た
三
十
頭
の
馬
を
引
き

連
れ
た
入
京
で
、
京
の
人
々
の
度
肝
を
抜
い
た
が
、
反
発
も
買
っ
た
。
翌
年
七
月
に
は
、
畠
山
国
清
・
細

川
清
氏
ら
と
と
も
に
摂
津
国
天
王
寺
に
出
陣
し
て
仁
木
義
長
を
破
っ
た
。

　

康
安
元
年（1361

）十
一
月
、畠
山
国
清
が
足
利
基
氏
と
対
立
し
て
鎌
倉
を
発
ち
、伊
豆
で
挙
兵
す
る
と
、

そ
の
翌
年
九
月
に
は
基
氏
に
従
い
、
討
伐
軍
と
し
て
参
加
し
た
が
、
国
清
は
斬
殺
さ
れ
た
。
基
氏
の
下
で

旧
「
直
義
派
」
の
上
杉
憲
顕
が
関
東
管
領
と
し
て
復
権
す
る
と
、
貞
治
二
年
（1363

）、
相
模
守
護
職
を

解
任
さ
れ
る
。

　
氏
満
が
二
代
鎌
倉
公
方
を
継
ぐ
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も
の
と
い
う
。
こ
れ
に
乗
じ
て
下
野
国
で
は
宇
都
宮
氏
綱
が
、
越
後
国
で
は
南
朝
方
の
新
田
義
宗
や
脇
屋

義
治
も
挙
兵
し
た
。
一
方
で
中
村
氏
を
中
心
と
し
た
相
模
国
の
平
一
揆
は
上
杉
方
に
つ
い
た
。

　
反
乱
は
鎮
圧
さ
れ
た
が
・
・
・

　

上
杉
憲
顕
は
帰
国
せ
ず
、
政
治
工
作
を
進
め
て
足
利
政
権
を
味
方
に
付
け
た
。
上
杉
朝と

も

房ふ
さ

（
憲
顕
の
弟
、

憲
藤
の
子
）
は
基
氏
の
後
を
継
い
だ
足
利
氏
満
（
当
時
十
才
）
を
擁
し
て
河
越
に
出
陣
し
た
。
憲
顕
軍
や

武
田
氏
・
葛

か
つ
ら

山や
ま

氏
ら
の
軍
勢
が
動
員
さ
れ
、
同
年
六
月
の
河
越
に
お
け
る
合
戦
で
反
乱
は
鎮
圧
さ
れ
た
。

　

勝
利
し
た
鎌
倉
・
上
杉
軍
は
、
続
い
て
越
後
で
挙
兵
し
た
新
田
義
宗
ら
を
討
伐
す
る
た
め
北
上
し
た
。

上
野
に
お
い
て
両
軍
は
衝
突
し
、
激
戦
と
な
っ
た
が
下
野
の
小
山
義
政
ら
が
鎌
倉
方
に
加
わ
っ
た
た
め
兵

数
に
劣
る
新
田
勢
は
壊
滅
し
た
。
義
宗
は
討
ち
取
ら
れ
、
脇
屋
義
治
は
出
羽
国
に
ま
で
敗
走
し
た
（
そ
れ

ぞ
れ
異
説
あ
り
）。

　

鎌
倉
軍
は
引
き
続
き
北
関
東
に
お
け
る
南
朝
勢
の
掃
討
を
進
め
た
が
、
同
年
九
月
、
老
齢
の
上
杉
憲
顕

は
下
野
足
利
の
陣
中
で
病
没
し
た
（
享
年
62
才
）。

　
名
門
河
越
氏
の
終
焉

　

河
越
館
城
主
で
、
弾

だ
ん
じ

正ょ
う
の（

弾
劾
を
行
な
え
る
権
限
を
も
つ
役
所
）
少

し
ょ
う

弼ひ
つ

、
相
模
国
の
守
護
だ
っ
た
直
重
は
、

平
一
揆
を
率
い
て
河
越
館
に
立
て
籠
も
り
、
数
か
月
に
わ
た
り
抵
抗
し
た
。
し
か
し
、
上
杉
朝
房
軍
と
の

激
戦
の
の
ち
敗
北
し
、
南
朝
方
の
北
畠
氏
を
頼
っ
て
伊
勢
国
へ
と
敗
走
し
た
。

　

こ
こ
に
、
平
安
時
代
か
ら
武
蔵
国
の
武
士
団
の
棟
梁
と
し
て
「
武
蔵
国
惣
検
校
職
」
を
つ
と
め
、
武
蔵

国
最
大
の
勢
力
を
誇
っ
た
名
門
河
越
氏
は
、
つ
い
に
四
百
年
の
歴
史
を
閉
じ
た
。

　
南
朝
は
衰
退
し
て
・
・
・

　

正
平
九
年
／
文
和
三
年
（1354

）
十
月
の
こ
と
に
な
る
。
後
村
上
天
皇
は
河
内
天
野
に
移
り
、
南
朝
の

勅
願
寺
で
あ
っ
た
「
金
剛
寺
」（
現
・
大
阪
府
河
内
長
野
市
）
を
行
宮
と
定
め
る
。
翌
年
の
正
平
十
年
／
文

和
四
年
（1355

）
一
月
、
再
び
南
朝
に
帰
順
し
た
直
冬
を
立
て
て
京
の
奪
回
を
目
指
し
た
が
、
尊
氏
・
義

詮
の
軍
に
敗
れ
て
頓
挫
し
た
。

　

正
平
十
四
年
／
延
文
四
年
（1359

）
十
二
月
、「
観
心
寺
」（
現
・
大
阪
府
河
内
長
野
市
）
に
移
り
、
翌

年
九
月
に
は
住
吉
ま
で
北
上
し
た
。
正
平
十
六
年
／
康
安
元
年
（1361

）、
幕
府
の
政
争
に
敗
れ
て
失
脚

し
た
執
事
細
川
清
氏
の
帰
順
を
受
け
、
十
二
月
に
宮
方
の
要
人
だ
っ
た
公く

ぎ

卿ょ
う

の
四
条
隆た

か

俊と
し

、
正
成
の
三
男

の
楠
木
正
儀
ら
が
都
に
攻
め
込
み
、
一
時
的
に
京
の
奪
回
に
成
功
す
る
が
、
義
詮
軍
の
反
撃
に
遭
っ
て
退

い
た
。
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後
村
上
天
皇
は
住
吉
行
宮
で
・
・
・

　
こ
の
こ
ろ
、後
村
上
天
皇
は
摂
津
国
の
住
吉
大
社
宮
司
の
津
守
氏
の
正
印
殿
を
行
宮
（
住
吉
行
宮
）
と
し
て
、

す
で
に
十
年
近
く
も
経
て
い
た
が
、
住
吉
大
神
を
奉
じ
る
瀬
戸
内
海
の
水
軍
を
傘
下
に
し
て
、
四
国
、
九
州

と
の
連
絡
網
を
使
っ
て
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
正
平
十
八
年
／
貞
治
二
年
（1363

）
に
は
、

山
名
氏
や
大
内
氏
が
北
朝
に
帰
順
し
、
楠
木
正
儀
の
投
降
な
ど
に
よ
っ
て
、
南
朝
の
力
は
さ
ら
に
弱
体
化
し

た
の
で
、
退
勢
を
挽
回
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　
南
朝
は
な
お
強
硬
な
姿
勢
を
貫
き
・
・
・

　

正
平
二
十
二
年
／
貞
治
六
年
（1367

）
四
月
、
公
卿
の
葉
室
光

資
を
勅
使
と
し
て
幕
府
と
の
和
睦
交
渉
が
行
な
わ
れ
た
が
、
天
皇

は
武
家
側
の
降
伏
を
条
件
と
し
た
た
め
、
義
詮
の
怒
り
を
買
っ
た

末
に
和
議
は
決
裂
し
た
。

　
後
村
上
天
皇
は
崩
御
さ
れ
る

　

後
村
上
は
労
多
く
し
て
病
気
勝
ち
と
な
り
、
翌
正
平
二
十
三
年

／
応
安
元
年
（1368

）
三
月
十
一
日
、
住
吉
大
社
宮
司
津
守
氏
の

住
之
江
殿
に
て
崩
御
し
た
。
享
年
四
十
一
才
だ
っ
た
。

　
後
村
上
天
皇
は
和
歌
・
書
道
に

　

和
歌
を
二
条
為
定
に
師
事
し
、
正
平
八
年
（1353

）
の
『
内
裏
千
首
』
や
同
二
十
年
（1365

）
の
『
内

裏
三
百
六
十
首
歌
』
に
詠
進
し
て
、
准
勅
撰
集
『
新
葉
和
歌
集
』
に
は
最
も
多
い
百
首
が
入
集
さ
れ
た
。

歌
集
に
「
年
中
行
事
御
百
首
」。『
源
氏
物
語
』
に
も
関
心
を
寄
せ
、
ま
た
、
孤
峰
覚
明
に
就
い
て
禅
を
極

め
、
琵
琶
・
箏
の
音
楽
や
大
覚
寺
統
の
唐
様
を
受
け
継
い
だ
書
道
に
も
長
け
て
い
た
と
い
う
。
別
名
と
し

て
「
吉
野
殿
」、「
賀
名
生
」
殿
と
も
。

　

南
朝
方
の
戦
士
だ
っ
た
後
醍
醐
天
皇
の
皇
子
た
ち

　

後
醍
醐
天
皇
は
数
多
の
子
女
を
も
う
け
た
が
、『
太
平
記
』
な
ど
に
記
述
さ
れ
て
い
る
皇
子
た
ち
は
、

１
護
良
、
２
尊
良
、
３
宗
良
、
４
恒
良
、
５
成
良
、
６
義
良
、
７
懐
良
で
、
共
通
す
る
「
良
」
の
字
は
、「
よ

し
」
と
も
、「
な
が
」、
と
も
読
ま
れ
て
い
る
。

　
（
一
）
護も

り

良な
が

親
王
（1308

〜35

）

後村上天皇像（来
らい

迎
こう

寺
じ
蔵）

浄
土
宗
・
来
迎
寺
（
大
阪
府
守
口
市
佐
太
中
町
）

は
後
村
上
天
皇
の
勅
願
寺
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延
慶
元
年
（1308

）
に
生
ま
れ
、
母
は
源
師
親
の
娘
親
子
。
幼
く
し
て
天
台
宗
・
三
千
院
に
入
り
、
天

台
座
主
に
補
任
さ
れ
た
。
延
暦
寺
の
勢
力
を
討
幕
組
織
に
組
み
込
む
た
め
の
布
石
だ
っ
た
と
い
う
。
元
弘

元
年
（1331

）、
後
醍
醐
天
皇
が
二
度
目
の
討
幕
に
立
ち
上
が
る
（
元
弘
の
乱
）
と
、
還
俗
し
て
参
戦
し
、

弟
の
宗
良
親
王
と
共
に
布
陣
し
た
。
し
か
し
六
波
羅
軍
と
の
合
戦
に
敗
れ
、
楠
木
正
成
の
赤
坂
城
に
逃
れ

た
。
こ
の
城
も
落
ち
た
た
め
、
再
起
を
期
し
て
畿
内
各
地
の
野
伏
・
地
侍
に
令
旨
を
発
し
て
反
幕
勢
力
を

募
る
。
十
津
川
、
吉
野
、
高
野
山
な
ど
を
転
々
と
し
て
二
年
に
わ
た
っ
て
戦
い
続
け
、
播
磨
の
赤
松
則の

り

村む
ら

ら
に
よ
る
京
都
侵
入
、
六
波
羅
攻
撃
を
援
護
し
た
。

　

元
弘
三
年
六
月
、
後
醍
醐
が
帰
京
し
て
新
政
府
を
樹
立
し
た
と
き
、
征
夷
大
将
軍
の
任
官
を
め
ぐ
っ
て

足
利
尊
氏
と
対
立
し
た
。
翌
年
十
月
、
尊
氏
と
阿
野
廉れ

ん

子し

（
後
醍
醐
の
寵
妃
で
、
後
村
上
天
皇
の
母
）
の
讒

言
を
信
じ
た
天
皇
の
命
を
受
け
た
結
城
親ち

か

光み
つ

、
名
和
長
年
ら
に
よ
っ
て
、
清
涼
殿
の
和
歌
の
席
で
捕
縛
さ

れ
た
。

　

鎌
倉
に
護
送
さ
れ
、
足
利
直
義
に
よ
っ
て
鎌
倉
二
階
堂
の
東
光
寺
に
幽
閉
さ
れ
る
。
建
武
二
年(1335)

七
月
、
北
条
時
行
が
鎌
倉
に
侵
攻
し
た
中
先
代
の
乱
で
、
直
義
の
家
人
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
、
墓
所
は
鎌

倉
市
二
階
堂
に
在
る
。武
家
か
ら
天
皇
中
心
の
社
会
に
復
帰
さ
せ
る
こ
と
に
尽
力
し
た
親
王
の
功
を
賛
え
、

明
治
二
年
（1869

）、
明
治
天
皇
は
、
護
良
親
王
を
祀
る
神
社
の
造
営
を
命
じ
、「
鎌
倉
宮
」
を
創
建
し
た
。

　
（
二
）
尊た

か

良
親
王
（1310

？
〜37

）

　

延
慶
三
年
（1310

）
に
生
ま
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、1306

年
生
ま
れ
で
、後
醍
醐
の
第
一
皇
子
で
は
、

と
の
説
も
あ
る
。
公
卿
で
歌
人
だ
っ
た
二
条
為た

め

世よ

の
娘
・
為
子
を
母
と
し
て
生
ま
れ
、
幼
少
時
は
吉
田
定

房
に
養
育
さ
れ
た
。
宗
良
親
王
の
同
母
兄
で
、嘉
暦
元
年（1326

）に
元
服
し
て
、中
務
卿
に
任
じ
ら
れ
た
。

勅
撰
集
の
『
続

し
ょ
く

後ご

拾し
ゅ

遺う
い

集
』
の
ほ
か
、
准
勅
撰
の
『
新
葉
集
』
に
入
集
さ
れ
た
歌
人
と
し
て
知
ら
れ
る
。

　

元
弘
の
乱
で
は
、
父
後
醍
醐
と
と
も
に
笠
置
山
に
赴
い
た
が
、
敗
れ
て
父
と
共
に
幕
府
軍
に
捕
ら
え
ら

れ
、
土
佐
国
に
流
さ
れ
た
。
し
か
し
脱
出
し
て
翌
年
九
州
に
移
り
、
そ
の
後
、
京
都
に
帰
還
す
る
。

　

建
武
二
年
（1335

）、
足
利
尊
氏
が
天
皇
に
反
逆
す
る
と
、
上
将
軍
と
し
て
新
田
義
貞
と
と
も
に
討
伐

軍
を
率
い
た
が
敗
退
し
た
。
翌
年
、
九
州
に
落
ち
た
尊
氏
が
力
を
得
て
上
洛
す
る
と
、
義
貞
と
共
に
北
陸

に
逃
れ
た
。
し
か
し
延
元
二
年
／
建
武
五
年
（1337

）
三
月
、
尊
良
親
王
が
拠
っ
た
越
前
国
金
ヶ
崎
城
に

足
利
軍
が
攻
め
（
金
ヶ
崎
の
戦
い
）、
親
王
は
義
貞
の
子
・
新
田
義
顕
と
と
も
に
防
戦
し
た
が
、
敵
軍
の
兵

糧
攻
め
に
あ
い
、
遂
に
力
尽
き
て
義
顕
や
他
の
将
兵
と
と
も
に
自
害
す
る
。
自
害
の
寸
前
、
親
王
は
義
顕

か
ら
落
ち
延
び
る
よ
う
に
勧
め
ら
れ
た
が
、
同
胞
た
ち
を
見
捨
て
て
逃
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
述
べ
て

拒
絶
し
た
と
い
う
。

　
（
三
）
宗
良
親
王
（1311

〜85?

）
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前
記
し
た
尊
良
親
王
の
同
毋
弟
で
、
母
が
歌
道
の
二
条
家
出
身
だ
っ
た
の
で
、
幼
い
頃
か
ら
和
歌
に
親

し
む
。
宗
門
に
入
り
、
正
中
二
年
（1325

）、
妙
法
院
（
京
都
の
天
台
宗
寺
院
）
門
跡
を
継
承
し
、
元
徳
二

年
（1330

）
に
は
天
台
座
主
に
任
じ
ら
れ
た
が
、
元
弘
の
変
で
捕
ら
え
ら
れ
、
讃
岐
国
（
現
・
香
川
県
）

に
流
罪
と
な
る
。

　

建
武
の
新
政
で
京
に
戻
り
、
再
び
天
台
座
主
と
な
る
が
、
南
北
朝
の
対
立
が
本
格
化
す
る
と
還
俗
し
て

宗
良
を
名
乗
り
、
南
朝
方
の
武
官
と
し
て
活
動
す
る
。
暦
応
元
年
／
延
元
三
年
（1338

）
九
月
、
義
良
親

王
と
と
も
に
北
畠
親
房
・
顕
信
に
奉
じ
ら
れ
て
伊
勢
国
大
湊
（
現
・
三
重
県
伊
勢
市
）
か
ら
陸
奥
国
府
（
現
・

福
島
県
伊
達
市
）
に
渡
ろ
う
と
し
た
が
、
座
礁
し
て
遠
江
国
（
現
・
静
岡
県
西
部
）
に
漂
着
し
、
井
伊
谷
の

豪
族
井
伊
道
政
の
も
と
に
身
を
寄
せ
る
。

　

暦
応
三
年
／
興
国
元
年
（1340
）、
足
利
方
の
高
師
泰
・
仁
木
義
長
ら
に
攻
め
ら
れ
て
井
伊
谷
城
が
落

城
し
た
後
、
越
後
国
寺
泊
（
現
・
新
潟
県
長
岡
市
）
や
、
越
中
国
放ほ

う

生じ
ょ

津う
づ

（
現
・
富
山
県
射
水
市
）
な
ど
に

滞
在
し
た
後
、
興
国
五
年
／
康
永
三
年
（1344
）、
信
濃
国
伊
那
郡
（
現
・
長
野
県
）
の
豪
族
香
坂
高
宗
に

招
か
れ
、
大
河
原
（
現
・
長
野
県
大
鹿
村
）
に
入
っ
た
。
宗
良
は
、
文
中
二
年
（1373

）
ま
で
の
約
三
十

年
間
に
わ
た
っ
て
こ
の
地
を
拠
点
と
し
た
の
で
「
信
濃
宮
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
間
に
上
野

国
や
武
蔵
国
に
も
出
陣
し
、
駿
河
国
や
甲
斐
国
に
も
足
を
運
ん
だ
と
い
う
。

　

大
河
原
は
、
伊
那
谷
を
南
に
下
れ
ば
東
海
へ
、
ま
た
北
上
す
る
と
、
諏
訪
を
経
て
関
東
へ
と
通
じ
る
の

で
、「
南
朝
の
道
」
と
も
呼
ば
れ
た
、
後
の
『
秋
葉
街
道
』
の
中
心
に
位
置
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
劣

勢
が
続
く
南
朝
方
に
と
っ
て
は
重
要
拠
点
だ
っ
た
。

　

観
応
二
年
／
正
平
六
年
（1351

）、
足
利
尊
氏
が
一
時
的
に
南
朝
に
降
伏
し
た
「
正
平
一
統
」
の
折
り

に
は
、
新
田
義
興
（
義
貞
の
次
男
）
と
と
も
に
鎌
倉
を
占
領
し
て
、
翌
、
文
和
元
年
／
正
平
七
年
（1352

）

に
は
征
夷
大
将
軍
に
任
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
鎌
倉
を
占
領
し
続
け
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ふ
た
た
び
大
河
原

の
地
に
戻
っ
た
。

　

文
和
四
年
／
正
平
十
年
（1355

）
諏
訪
氏
・
仁
科
氏
な
ど
信
濃
の
宮
方
勢
力
を
結
集
し
て
、
北
朝
方
の

信
濃
守
護
と
桔
梗
ヶ
原
で
決
戦
を
挑
ん
だ
が
敗
れ
る
。
有
力
な
氏
族
は
離
反
し
て
、
南
朝
の
勢
力
は
大
幅

に
低
下
し
た
。

　

応
安
二
年
／
正
平
廿
四
年
（1369

）
に
は
関
東
管
領
上
杉
朝
房
の
攻
撃
を
受
け
、
頽
勢
を
挽
回
で
き
ぬ

ま
ま
、
文
中
三
年
／
応
安
七
年
（1374

）、
三
十
六
年
ぶ
り
に
吉
野
に
戻
る
。

　

こ
の
頃
か
ら
南
朝
側
歌
人
の
和
歌
を
集
め
た
和
歌
集
の
編
集
を
開
始
し
て
い
る
。
こ
の
和
歌
集
は
当
初

は
私
的
な
も
の
だ
っ
た
が
、
長
慶
天
皇
は
勅
撰
集
に
准
ず
る
よ
う
に
命
じ
た
。
弘
和
元
年
／
永
徳
元
年

（1381

）
に
『
新
葉
和
歌
集
』
が
完
成
し
て
天
皇
に
奉
覧
し
た
。
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そ
れ
以
後
は
、
確
た
る
記
録
が
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
宗
良
は
、
元
中
二
年
／
至
徳
二
年
（1385

）
ご

ろ
に
遠
江
国
井
伊
城
で
死
去
し
た
と
い
う
。
但
し
異
説
も
あ
っ
て
、
長
ら
く
拠
点
で
あ
っ
た
信
濃
国
大
河

原
で
薨
去
し
た
と
す
る
説
も
有
力
視
さ
れ
て
い
る
。

　
（
四
）
恒
良
親
王
（1325

〜38

）

　

後
醍
醐
の
寵
妃
だ
っ
た
、
阿
野
廉や

す

子
（
か
ど
こ
、
と
も
）（
新
待
賢
門
院
）
を
母
と
し
て
生
ま
れ
た
。
義

良
親
王
（
後
村
上
天
皇
）・
成
良
親
王
は
同
毋
弟
で
あ
る
。

　

元
弘
元
年
（1331
）、
後
醍
醐
の
二
度
目
の
挙
兵
計
画
（
元
弘
の
変
）
が
失
敗
し
て
幕
府
に
捕
え
ら
れ
、

但
馬
国
に
配
流
さ
れ
る
。
元
弘
三
年
、
足
利
尊
氏
の
六
波
羅
探
題
攻
撃
に
参
加
す
る
。

　

父
の
信
望
が
厚
く
、
新
政
下
の
建
武
元
年
一
月
、
皇
太
子
と
な
る
。
新
政
が
崩
れ
る
と
、
建
武
三
年
／

延
元
元
年
（1336

）
十
月
、
尊
氏
の
和
平
案
に
応
じ
て
京
都
に
戻
ろ
う
と
し
た
父
天
皇
か
ら
皇
位
を
譲
り

受
け
、
越
前
敦
賀
の
金
崎
城
に
入
っ
て
、
北
陸
地
方
で
南
朝
勢
力
の
興
起
を
は
か
る
。
し
か
し
翌
年
幕
府

軍
の
攻
撃
の
前
に
城
は
落
ち
、
同
行
し
て
い
た
異
母
兄
の
尊
良
親
王
や
新
田
義
顕
ら
は
自
刃
、
恒
良
は
落

城
の
さ
い
捕
ら
え
ら
れ
て
京
都
に
幽
閉
さ
れ
た
が
、
延
元
三
年
四
月
に
毒
殺
さ
れ
た
。

　
（
五
）
成な

り

良
親
王
（1326

〜
没
年
不
詳
）

　

正
慶
二
年
／
元
弘
三
年(1333)

、
親
王
の
宣
下
を
受
け
、
足
利
直
義
に
奉
ぜ
ら
れ
て
鎌
倉
に
下
向
。
建

武
元
年(1334)

年
、上
野
国(

現
・
群
馬
県)

太
守
に
任
じ
ら
れ
る
。
翌
年
、中
先
代
の
乱
に
よ
っ
て
帰
京
し
、

征
夷
大
将
軍
に
任
じ
ら
れ
た
の
で
、将
軍
宮
と
も
称
さ
れ
る
。
建
武
三
年
／
延
元
元
年
（1336

）
十
一
月
、

後
醍
醐
天
皇
が
神
器
を
持
明
院
統
の
光
明
天
皇
に
授
与
し
、
足
利
尊
氏
の
計
ら
い
で
成
良
親
王
は
皇
太
子

と
な
っ
た
が
、
同
年
十
二
月
、
後
醍
醐
が
吉
野
に
逃
れ
た
た
め
廃
さ
れ
た
。

　

没
年
は
、『
太
平
記
』
に
よ
れ
ば
建
武
四
／
延
元
二
年
三
月
、
越
前(

現
・
福
井
県)

金
ヶ
崎
城
の
落

城
で
捕
ら
え
ら
れ
た
恒
良
親
王
と
共
に
幽
閉
さ
れ
、
次
い
で
毒
殺
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
異

説
も
あ
っ
て
定
か
で
は
な
い
。

　
（
六
）
義
良
親
王
（1328

〜68

）

　

父
の
あ
と
十
二
才
で
即
位
、
南
朝
二
代
の
後
村
上
天
皇
と
し
て
、
父
の
遺
志
を
継
ぐ
。
正
平
一
統
で
北

朝
の
天
皇
と
皇
太
子
が
廃
さ
れ
、
京
都
帰
還
が
な
る
か
と
思
わ
れ
た
が
、
後
光
厳
天
皇
を
た
て
た
足
利
義

詮
に
念
願
を
阻
ま
れ
る
。

　

南
朝
の
京
都
へ
の
帰
還
を
図
り
、
大
和
国
（
現
・
奈
良
県
）
の
吉
野
・
賀
名
生
、
摂
津
国
（
現
・
大
阪
府
）

の
住
吉
な
ど
を
行
宮
と
し
た
。

　
南
朝
二
代
の
後
村
上
天
皇
と
し
て

　

後
醍
醐
天
皇
の
第
七
皇
子
と
し
て
生
ま
れ
、
建
武
の
新
政
が
始
ま
る
と
、
幼
く
し
て
、
北
畠
父
子
に
奉
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じ
ら
れ
、
奥
州
多
賀
城
に
向
か
う
。
翌
年
、
北
畠
親
子
と
と
も
に
尊
氏
討
伐
の
た
め
に
京
へ
引
き
返
す
。

建
武
三
年
、
行
在
所
の
比
叡
山
で
元
服
、
尊
氏
が
敗
れ
て
九
州
落
ち
す
る
と
再
び
奥
州
に
赴
く
。
し
か
し
、

延
元
二
年
／
建
武
四
年
八
月
に
は
再
度
上
洛
す
る
。十
二
月
に
鎌
倉
を
攻
略
し
、西
に
向
か
う
。翌
年
一
月
、

美
濃
国
青
野
原
（
現
・
岐
阜
県
大
垣
市
）
で
足
利
方
を
破
り
、
伊
勢
・
伊
賀
方
面
に
転
進
し
た
後
、
吉
野

行
宮
に
入
っ
た
。

　
父
天
皇
の
譲
位
を
受
け
て
践
祚

　

同
年
九
月
、
義
良
親
王
は
、
宗
良
親
王
と
と
も
に
北
畠
親
房
兄
弟
に
奉
じ
ら
れ
、
伊
勢
国
大
湊
か
ら
三

た
び
奥
州
を
目
指
す
。
し
か
し
、
途
中
暴
風
に
遭
っ
て
一
行
は
離
散
し
、
親
王
の
船
は
伊
勢
に
漂
着
し
た
。

翌
、
延
元
四
年
／
暦
応
二
年
三
月
、
吉
野
に
戻
っ
て
皇
太
子
と
な
り
、
八
月
、
父
天
皇
の
譲
位
を
受
け
、

十
二
才
で
践
祚
し
た
。

　

若
年
な
が
ら
、
南
朝
二
代
後
村
上
天
皇
は
、
畿
内
近
国
の
寺
社
や
武
士
に
対
し
て
綸
旨
を
発
し
、
所
領

安
堵
や
褒
賞
を
行
な
っ
た
。

　
（
七
）
懐か

ね

良
親
王
（1329

？
〜1383

）

　

南
朝
の
征
西
大
将
軍
と
し
て
、肥
後
国
隈
府
（
現
・
熊
本
県
菊
池
市
）
を
拠
点
に
征
西
府
の
勢
力
を
広
げ
、

九
州
に
お
け
る
南
朝
方
の
全
盛
期
を
築
い
た
。

　

建
武
新
政
は
瓦
解
し
た
が
、
こ
の
と
き
、
再
挙
を
図
ろ
う
と
し
て
、
後
醍
醐
は
懐
良
親
王
を
九
州
に
派

遣
し
た
。
下
向
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
暦
応
元
年
／
延
元
三
年(1338)

こ
ろ
か
、
た
だ
し
諸
説
が
あ
る
。

幼
少
だ
っ
た
親
王
は
、
事
務
方
の
官
人
、
五
条
頼
元
ら
の
補
佐
で
伊
予
国
忽く

つ

那な

島
（
現
・
愛
媛
県
松
山
市
忽

那
諸
島
）
に
渡
り
、
そ
の
地
の
宇
都
宮
貞さ

だ

泰や
す

や
瀬
戸
内
海
の
海
賊
衆
だ
っ
た
熊
野
水
軍
の
援
助
を
得
て
数

年
間
滞
在
し
た
。

　

暦
応
四
年
／
興
国
二
年
（1341

）
ご
ろ
薩
摩
に
上
陸
、
谷
山
城
に
在
っ
て
足
利
方
の
島
津
氏
と
対
峙
し

つ
つ
九
州
の
諸
豪
族
の
勧
誘
に
努
め
る
。
よ
う
や
く
肥
後
国(

現
・
熊
本
県)

の
菊
池
武
光
や
阿
蘇
惟
時

を
味
方
に
つ
け
、
貞
和
四
年
／
正
平
三
年
（1348

）、
菊
池
城
（
守
山
城
や
隈わ

い

府ふ

城
と
も
）
に
入
っ
て
征
西

府
を
開
く
。
こ
の
地
を
九
州
経
営
の
本
拠
と
し
て
、
筑
後
征
討
に
着
手
し
た
。

　

観
応
元
年
／
正
平
五
年
（1350

）、
観
応
の
擾
乱
で
足
利
尊
氏
と
そ
の
弟
直
義
が
争
う
と
、
直
義
の
養

子
足
利
直
冬
は
九
州
に
入
る
。
筑
前
の
少
弐
頼
尚
が
こ
れ
を
支
援
し
、
九
州
は
足
利
方
、
直
冬
、
南
朝
の

三
勢
力
の
鼎
立
状
態
と
な
る
。
し
か
し
、
文
和
元
年
／
正
平
七
年
（1352

）
に
直
義
が
殺
害
さ
れ
る
と
、

直
冬
は
中
国
に
去
っ
た
。
こ
れ
を
機
に
九
州
探
題
の
一
色
範
氏
は
少
弐
頼
尚
を
攻
め
た
が
、
頼
尚
に
支
援

を
求
め
ら
れ
た
菊
池
武
光
は
針は

り

摺す
り

原は
る

の
戦
い
（
現
・
福
岡
県
太
宰
府
市
）
で
一
色
軍
に
大
勝
す
る
。
さ
ら

に
懐
良
親
王
は
菊
池
・
少
弐
軍
を
率
い
て
豊
後
の
大
友
氏
泰
を
破
り
、
一
色
範
氏
は
九
州
か
ら
逃
れ
た
。
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一
色
範
氏
が
去
っ
た
後
、
少
弐
頼
尚
が
北
朝
方
に
転
じ
た
た
め
、
菊
池
武
光
、

赤
星
武
貫
、
宇
都
宮
貞
久
、
草
野
永
幸
ら
南
朝
方
は
延
文
四
年
／
正
平
十
四
年
（1359

）
の
筑
後
川
の
戦

い
（
大
保
原
の
戦
い
）
で
こ
れ
を
破
り
、
康
安
元
年
／
正
平
十
六
年
（1361

）
に
は
九
州
の
拠
点
、
大
宰

府
を
制
圧
す
る
。
両
軍
合
わ
せ
て
約
十
万
の
大
軍
が
戦
っ
た
。

　

足
利
方
は
斯
波
氏
経
（
任
：1361

〜 1365

）、
渋
川
義
行
（
任
：1365

〜 1370

）
を
九
州
探
題
に
任

じ
て
南
朝
方
と
対
抗
し
た
。
し
か
し
相
次
い
で
敗
退
し
、懐
良
親
王
は
菊
池
氏
の
軍
事
力
を
背
景
と
し
て
、

征
西
将
軍
府
を
優
位
に
保
つ
こ
と
が
で
き
た
。

　

た
だ
し
、
応
安
四
年
／
建
徳
二
年(1371)

、
今
川
貞
世
（
任
：1370

〜1395

）
が
九
州
探
題
と
し
て

赴
任
し
て
、
そ
の
勢
力
は
切
り
崩
さ
れ
る
。
翌
年
、
大
宰
府
は
陥
落
し
て
親
王
ら
は
筑
後
国
高
良
山
（
現
・

福
岡
県
久
留
米
市
）
へ
と
敗
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
十
一
年
に
亘
っ
て
九
州
に
覇
を
唱
え
た
征
西
府
は
崩

壊
し
た
。

　
懐
良
親
王
の
後
継
者
は
・
・
・

　

九
州
を
征
圧
し
て
京
都
回
復
を
目
指
し
て
い
た
親
王
は
、
こ
の
と
き
征
西
将
軍
職
を
退
く
。
時
期
に
つ

い
て
は
諸
説
が
あ
っ
て
定
か
で
は
な
い
が
、
後
継
と
し
て
良
成
親
王
（
後
村
上
天
皇
の
第
七
皇
子
で
、
母
は

越
智
家
栄
の
女
・
冷
泉
局
∧
新
待
賢
門
院
冷
泉
∨
と
さ
れ
る
が
、
同
時
代
史
料
に
は
名
が
見
え
な
い
た
め
、
疑
う

説
も
あ
る
）
が
下
向
し
た
。
南
朝
勢
力
の
衰
退
は
覆
う
べ
く
も
な
く
、
そ
の
後
、

懐
良
親
王
は
筑
後
国
矢
部(

現
・
福
岡
県
八
女
市)

に
隠
退
し
、
弘
和
三
年
／
永

徳
三
年
（1383

）
三
月
、
こ
の
地
で
没
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

幼
少
で
京
都
を
出
発
し
て
ほ
ぼ
五
十
年
、
そ
の
後
一
度
も
京
に
戻
る
こ
と
の

な
い
生
涯
で
あ
っ
た
。

<

参
考
文
献>

森
茂
暁
『
皇
子
た
ち
の
南
北
朝
』

　
日
明
貿
易
の
道
を
開
く

　

十
三
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
に
か
け
て
、
朝
鮮
半
島
や
中
国
大
陸
の
沿
岸
を
荒
ら
す
海
賊
や
、
私
貿
易
・

密
貿
易
を
行
な
う
商
人
は
「
倭わ

寇こ
う

」
と
呼
ば
れ
た
。
主
に
日
本
人
だ
が
、
一
部
に
は
高
麗
人
、
中
国
人
も

含
ま
れ
て
い
た
よ
う
だ
。

　

1368

年
、中
国
で
明
王
朝
が
建
国
さ
れ
る
と
、応
安
二
年
／
正
平
二
十
四
年
（1369

）、明
の
太た

い

祖そ

（
開

国
の
祖
）
か
ら
の
国
書
が
使
者
楊よ

う

載さ
い

ら
に
よ
っ
て
、
懐
良
親
王
の
も
と
に
齎
さ
れ
た
。
内
容
は
、
東
シ
ナ

海
沿
岸
で
略
奪
行
為
を
行
な
う
倭
寇
の
鎮
圧
を
「
日
本
国
王
」
に
命
ず
る
と
い
う
も
の
で
、
も
し
海
賊
を

放
置
す
る
な
ら
ば
明
軍
を
遣
わ
し
て
海
賊
を
滅
ぼ
し
、「
国
王
」
を
も
捕
え
る
と
い
う
書
面
だ
っ
た
。
そ

懐 良 親 王 像
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こ
で
懐
良
は
、
国
書
を
届
け
た
使
節
団
の
一
部
を
殺
害
し
、
楊
載
ら
を
三
ヶ
月
勾
留
し
た
。

　

翌
年
、
再
度
高
圧
的
な
国
書
が
、
明
の
洪
武
帝
か
ら
、
使
者
趙ち

ょ
う

秩ち
つ

ら
の
手
で
、
懐
良
に
遣
わ
さ
れ
た
。

九
州
で
の
地
盤
固
め
に
明
の
権
威
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
た
め
か
、
あ
る
い
は
朝
貢
貿
易
の
利
益
を
得
る

た
め
か
、
懐
良
は
最
終
的
に
折
れ
、
特
産
品
を
貢
ぐ
と
と
も
に
、
倭
寇
に
よ
る
捕
虜
を
送
還
し
た
と
い
う
。

一
方
、明
は
懐
良
を
「
良
懐
」
の
名
で
「
日
本
国
王
」
に
冊さ

く

封ほ
う

（
名
目
的
な
君
臣
関
係
と
な
る
こ
と
）
し
た
。

そ
の
後
、
懐
良
の
勢
力
は
後
退
し
、1372

年
、
博
多
に
到
着
し
た
明
の
使
者
は
、
博
多
を
制
圧
し
て
い

た
九
州
探
題
（
任
期
：1370

〜1395

）
の
今
川
貞さ

だ

世よ

（
法
名
：
了

り
ょ
う

俊し
ゅ
ん）

に
捕
え
ら
れ
る
。

　

明
側
で
は「
良
懐
」を
冊
封
し
た
こ
と
を
既
成
の
事
実
と
し
て
、後
に
足
利
義
満
が
日
明
の「
勘
合
貿
易
」

を
開
始
し
て
、
新
た
に
建
文
帝
か
ら
冊
封
を
う
け
る
ま
で
、
明
に
使
節
を
送
る
場
合
に
は
「
良
懐
」
の
名

義
を
用
い
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
態
と
な
っ
た
。
そ
の
足
利
義
満
も
、
当
初
は
明
国
か
ら
、
国
王
位
を

争
っ
て
い
る
臣
下
と
看
做
さ
れ
、
外
交
関
係
を
結
ぶ
相
手
と
は
認
識
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
義
満
は
家
督
・
将
軍
職
を
相
続

　

正
平
二
十
三
年
／
応
安
元
年
（1368

）
に
評
定
始
が
行
な
わ
れ
、
四
月
に
は
管
領
細
川
頼
之
を
烏
帽
子

親
と
し
て
元
服
す
る
。
翌
年
、
正
式
に
将
軍
に
就
任
し
、
細
川
頼
之
を
は
じ
め
、
足
利
一
門
の
守
護
大
名

の
主
導
に
よ
り
帝
王
学
を
学
ぶ
。
頼
之
は
寺
社
本ほ

ん

所じ
ょ

領り
ょ
う

事の
こ
と（

所
領
訴
訟
に
対
す
る
基
本
方
針
を
定
め
た
法
令

で
、
応
安
大
法
と
も
呼
ば
れ
る
）
を
定
め
て
土
地
支
配
を
強
固
な
も
の
に
し
、
京
都
・
鎌
倉
の
五
山
制
度
を

整
え
て
宗
教
統
制
を
強
化
す
る
。
ま
た
南
朝
最
大
の
勢
力
圏
で
あ
っ
た
九
州
に
今
川
貞
世
（
了
俊
）・
大

内
義
弘
を
派
遣
し
て
、
南
朝
勢
力
を
牽
制
し
た
。

　
京
都
を
支
配
す
る
・
・
・

　

京
都
の
支
配
を
強
化
す
る
た
め
に
、
応
安
三
年
（1370

）
に
は
、
朝
廷
か
ら
山
門
公
人
（
延
暦
寺
及
び

そ
の
支
配
下
の
諸
勢
力
及
び
そ
の
構
成
員
）
に
対
す
る
取
締
権
が
与
え
ら
れ
た
。

　

文
中
三
年
／
応
安
七
年
（1374

）、
宮
中
に
影
響
力
を
持
つ
叔
母
・
日
野
宣
子
の
仲
介
に
よ
っ
て
、
日

野
業
子
を
御み

台だ
い

所ど
こ
ろに

迎
え
、
翌
年
の
永
和
元
年
に
は
、
義
満
の
執
奏
に
よ
り
、
後
円
融
院
は
、
二
十
一
代

集
の
二
十
番
目
と
な
る
「
新
後
拾
遺
和
歌
集
」
の
勅
撰
を
下
命
し
た
。

　
室
町
に
政
庁
を
開
く

　

天
授
四
年
／
永
和
四
年
（1378

）、
邸
宅
を
三
条
坊
門
よ
り
北
小
路
室
町
に
移
し
て
政
庁
と
し
た
。
室

町
通
に
面
し
て
正
門
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
室
町
殿
、
室
町
第
と
も
呼
ば
れ
た
。
の
ち
に
通
称
と
し
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て
「
花
の
御
所
」
な
る
。
こ
の
将
軍
の
居
所
に
ち
な
ん
で
足
利
将
軍
（
家
）
の
事
を
「
室
町
殿
（
室
町
家
）」

と
呼
ぶ
。
江
戸
時
代
中
期
か
ら
、武
家
政
権
の
名
称
と
し
て
「
幕
府
」
の
用
語
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

足
利
家
の
政
権
を
「
室
町
幕
府
」
と
呼
称
す
る
の
は
こ
れ
に
由
来
し
て
い
る
。

つ
ず
く

　

吉
野
行
宮

　

京
都
に
幽
閉
さ
れ
て
い
た
後
醍
醐
天
皇
は
、
延
元
元
年
／
建
武
三
年

（1336

）
十
二
月
に
脱
出
し
、
穴
生

を
経
由
し
て
現
・
吉
野
山
の
吉き

っ

水す
い

院い
ん

に
入
り
、
金き

ん

峯ぶ

山せ
ん

寺じ

の
塔た

っ

頭ち
ゅ
う

（
子
院
）
・
実
城
寺
を
行
在
所
と
定
め
た
。

だ
が
後
醍
醐
は
、
延
元
四
年
／
暦
応
二
年

（1339

）
八
月
、
後
村
上
天
皇
に
譲
位
し
た
直
後
に
こ
の
行
宮
で

崩
御
さ
れ
る
。

　

正
平
三
年
／
貞
和
四
年

（13
4
8

）
一
月
、
足
利
軍
が
吉
野
に
侵
入
し
て
行
宮
を
焼
き
払
っ
た
の
で
、
後
村

上
は

「
賀
名
生
」
行
宮
に
移
る
。
そ
の
後
、
長
慶
天
皇
が
文
中
二
年
／
応
安
六
年

（13
7
3

）
八
月
、
行
宮

を
吉
野
に
戻
し
た
が
、
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
天
授
五
年
／
康
暦
元
年

（13
7
9

）
九
月
以
前
に
行
宮
は
「
栄

山
寺
」
（
現

・
奈
良
県
五
條
市
）
に
移
さ
れ
た
、
と
い
う
記
録
が
あ
る
。

　

「吉
野
朝
」
と
も
称
さ
れ
る
南
朝
五
十
六
年
の
う
ち
、
吉
野
に
行
宮
が
置
か
れ
た
の
は
二
十
年
弱
だ
っ
た
よ
う
だ
。

　

賀
名
生
行
宮

　

正
平
三
年
／
貞
和
四
年

（13
4
8

）
八
月
、
吉
野
行
宮
を
襲
わ
れ
た
後
村
上
天
皇
は
大
和
国
吉
野
郡
賀
名

生
（
現
・
奈
良
県
五
條
市
西
吉
野
村
賀
名
生
）
に
逃
れ
て
行
宮
と
す
る
。
賀
名
生
は
元
は
「
穴あ

な

ふ生
」
と
書
か
れ
、

後
醍
醐
天
皇
が
京
都
を
脱
出
し
て
吉
野
に
逃
れ
る
際
に
穴
生
を
経
由
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　

後
村
上
天
皇
が
皇
居
を
こ
の
地
に
移
し
た
と
き
、
南
朝
に
よ
る
統
一
を
願
っ
て
叶か

な

う

名
生
と
改
め
、
さ
ら
に
正

平
六
年
／
観
応
二
年

（13
5
1

）
、
「
正
平
一
統
」
で
統
一
が
叶
う
と

「
賀
名
生
」
に
改
め
た
と
い
う
。
の
ち
に
、

読
み
を

「
か
な
う
」
か
ら
原
音
に
近
い

「
あ
の
う
」
に
戻
さ
れ
た
。

　

正
平
七
年

（13
5
2

）
の
正
平
一
統
に
よ
る
北
朝
の
一
時
的
な
崩
壊
を
受
け
て
、
後
村
上
天
皇
は
同
年
二
月
、

京
都
を
目
指
し
て
出
立
す
る
が
、
入
京
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
ま
ま
五
月
に
捕
虜
と
し
た
北
朝
の
上
皇
た
ち
を

南
朝
の
行
宮
は
吉
野
か
ら
賀
名
生
へ
、
そ
し
て
住
吉
へ
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連
行
し
て
賀
名
生
に
戻
っ
た
。
そ
の
後
、
正
平
九
年
／
文
和
三
年
（13

5
4

）
十
月
、
行
宮
を
河
内
国
の
「
金
剛
寺
」

（
現

・
大
阪
府
河
内
長
野
市
）
に
移
し
た
。

　

さ
ら
に
長
慶
天
皇
・後
亀
山
天
皇
の
時
代
に
も
、
行
宮
が
置
か
れ
た
が
、
正
平
十
五
年
／
延
文
三
年

（1360

）

に
は
南
朝
内
部
の
内
紛
で
火
災
と
な
り
、
焼
失
し
た
と
い
う
。
行
宮
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
和
田
地
区
に
あ
る

堀
家
の
敷
地
に
設
け
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
確
定
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

　

住
吉
行
宮

　

現

・
大
阪
市
住
吉
区
に
所
在
す
る
住
吉
大
社
の
南
に
位
置
し
、
歴
代
宮
司
を
務
め
る
津
守
氏
の
住
之
江
殿

（
正
印
殿
）
の
中
に
お
か
れ
た
天
皇
の
御
座
所

（
皇
宮
）
で
、
後
村
上
天
皇
は
、
正
平
七
年

（13
5
2

）
二
月
と
、

同
十
五
年

（13
6
0

）
九
月
〜
二
十
三
年

（13
6
8

）
三
月
、
崩
御
さ
れ
る
ま
で
の
間
行
宮
と
さ
れ
た
。
次
の

長
慶
天
皇
は
住
吉
行
宮
で
即
位
し
、
正
平
二
十
三
年
十
二
月
に
吉
野
に
移
っ
た
と
さ
れ
る
。

　

住
吉
大
社
は
宮
司
の
津
守
氏
が
南
朝
方
で
あ
り
、
ま
た
、
住
吉
大
神
は
海
の
神
で
、
住
吉
大
神
を
奉
じ
る

瀬
戸
内
の
海
人
た
ち
を
掌
握
で
き
、
住
吉
や
吉
野
と
九
州
や
四
国
と
の
連
絡
網
を
確
保
で
き
た
の
で
、
瀬
戸

内
海
を
は
さ
ん
で
九
州
や
四
国
の
南
朝
と
の
連
絡
に
役
立
っ
た
よ
う
だ
。

住吉行宮跡

賀名生の里のいま
出典： http://www.geocities.jp/
	 kitadewa/mukasi-anou.htm
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北
朝
南
朝

元
号

西
暦

主
な
出
来
事

南

北空位

13451367 13501355136013651369

正
平
24
年

応
安
２
年

足
利
義
満
は
三
代
将
軍
と
な
る

1368

二
代
将
軍
義
詮
死
去
す
る

正
平
22
年

貞
治
６
年

興
国
６
年

貞
和
元
年
天
龍
寺
、
落
成
供
養
が
行
な
わ
れ
る

1342

天
龍
寺
船
、
元
に
渡
航
す
る

1358

正
平
13
年

延
文
３
年
足
利
尊
氏
は
死
去
す
る

1348

正
平
３
年

貞
和
４
年
吉
野
行
宮
が
陥
落
す
る

足
利
基
氏
は
鎌
倉
公
方
と
な
る

観
応
の
擾
乱
起
こ
る

足
利
尊
氏
が
一
時
的
に
南
朝
に
降

伏
し
、
正
平
一統
が
成
立

足
利
直
義
は
急
死
す
る
。
北
畠
親
房
が
正
平
一
統
を
破
棄
。

尊
氏
、
征
夷
大
将
軍
を
解
任
さ
れ
る
。
八
幡
の
戦
い

足
利
基
氏
は
入
間
川
陣
に
移
る

河
内
天
野
の
金
剛
寺
に
行
宮
を
移
す

足
利
直
冬
の
京
都
奪
還
は
失
敗
す
る

南
朝
方
に
軟
禁
さ
れ
た
光
厳
上
皇
は
帰

京
す
る

正
平
11
年

延
文
元
年

正
平
15
年

延
文
５
年

二
代
将
軍
義
詮
赤
坂
城
を
攻
め
落
と
す

正
平
16
年

康
安
元
年

1361

正
平
の
大
地
震
が
発
生
す
る

義
詮
は
三
乗
坊
門
万
里
小
路
の
新
邸
に
移
る

足
利
基
氏
は
鎌
倉
に
戻
る

貞
治
２
年

正
平
18
年

1363

後村上天皇

後光厳天皇 崇光天皇

正
平
23
年
後
村
上
天
皇
住
吉
で
崩
御
さ
れ
る

応
安
元
年

南
北
朝
の
年
表

光明天皇

長慶天皇

康
永
元
年

興
国
３
年

1343

康
永
２
年

興
国
４
年

1344

康
永
３
年

興
国
５
年

1346

貞
和
３
年

正
平
元
年

1347

貞
和
３
年

正
平
２
年

1349

貞
和
５
年

正
平
４
年

観
応
元
年

正
平
５
年

1351

観
応
２
年

正
平
６
年

1352

文
和
元
年

正
平
７
年

1353

文
和
２
年

正
平
８
年

1354

文
和
３
年

正
平
９
年

文
和
４
年

正
平
10
年

13561357

延
文
２
年

正
平
12
年

正
平
14
年

延
文
４
年

貞
治
元
年

正
平
17
年

貞
治
３
年

正
平
19
年

貞
治
４
年

正
平
20
年

貞
治
５
年

正
平
21
年

1359136213641366
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